
平成３０年 第３回定例会
一般質問  玉川英俊議員

平成３０年 ９月１４日

▶質問

　 大田区議会公明党の玉川英俊でございます。この夏、区民の皆様からいただいた声を
もとに質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  
　 平成最後の夏と言われた今年の夏は、誰もが忘れることのできない夏だったのではな
いでしょうか。７月中旬、気温が平年より３度以上高い、今まで経験したことのない激
しい暑さ、猛暑、酷暑が続き、40 度を超える危険な暑さも各地で観測され、７月 23 日に
は、「気温が高い状態は８月上旬にかけて続き、熱中症で命を落とす危険性もある」と
気象庁が注意を呼びかけ、この記録的な暑さを「一つの災害と認識している」と発表さ
れました。まさに、災害レベルの暑さで熱中症の疑いによる全国の死者の数が７月の１
か月間で 124 人に上り、10 年前からの集計開始以来、１か月当たり最多となったとのこ
とです。救急搬送数も５万 2819 人で過去最多を記録し、連日続いた猛暑が災害となり、
生命を危険にさらしている現状が浮き彫りになったと報道されております。  
　 気温が低く、大量の積雪がある雪国・豪雪地帯の対策としては、今から 56 年前の昭和
37 年に豪雪地帯対策特別措置法が定められ、研究も続けられているものでありますが、
今回の経験したことのない想像を絶する災害レベルの暑さに対して、適切な対策を早急
に打ち立てていかなければならないと考えます。  
　本区におきましては、区内小中学校の教室へのエアコン設置は平成 16 年から 18 年にか
けて対応されていますが、災害時の避難所ともなる学校体育館のエアコン設置を望む声
は、この夏、多くの区民の方から耳にいたしました。また、本定例会においても、その
ような要望や提案が出てきていることと思いますが、子どもたちの体育の授業をはじめ、
式典や行事の会場ともなり、また、防災・減災視点では、学校防災活動拠点として災害
時の避難所となる体育館において、熱中症などの被害につながらないためにも、来年の
夏を迎える前に、今から区内小中学校の体育館へのエアコンの設置や断熱などの対策に
取り組むことが急務であると考えます。  
　 昨日の我が会派の秋成議員の代表質問におきまして、松原区長より、「空調設備を試



験的に導入した効果を改築校と既存校に分けて検証し、改築や増設の際の標準仕様に反
映していくよう検討していく」との答弁をいただいており、来年の夏の時点では、空調
設備が導入されていない学校体育館がまだ多く残っていることと思います。  
　 そこでお伺いいたしますが、本区の今後の学校体育館の環境改善及び利用に対する考
えをお聞かせください。  
　 地域でのスポーツ活動で、夜間に学校の体育館が使用されるケースがありますが、空
調設備がないので夏場は扉を全開している様子を目にします。体育館の中での音は外に
漏れることになり、近隣へ配慮をしながら活動されているケースもあるようです。学校
体育館の空調設備導入によって、このような利用者の方たちが運動によって出る音のこ
となど気にせずに伸び伸びと活動できる新たなメリットも生まれてくるのではないで
しょうか。また、今まで空調設備がない体育館では激しい運動ができず利用を考えてい
なかった団体が、快適になった学校体育館を利用してみようといった新たな利用者の流
れが広がっていくことも考えられます。さらに、大田区青少年交流センターが来年の秋
から運営が開始となり、文化センターの体育室の利用団体、利用者をはじめ、体育施設
がなかなか利用できていなかった団体などが、新たにスポーツのできる環境を求めてく
ることも考えられると思います。  
　 本年の第１回定例会の一般質問において取り上げましたスポーツのできる施設の稼働
状況の効率化をはじめ、スポーツ環境の拡充、スポーツ実施率向上は本区の課題であり
ますが、利用できる施設がまだまだ足りないというのが現状であると思います。学校体
育館、文化センターの体育室、大田区青少年交流センター、大田区総合体育館、大森ス
ポーツセンターなど、それぞれ管轄する組織が異なる施設となりますが、部局間連携を
さらに強化して、スポーツ環境の拡充、スポーツ実施率の向上といった課題に向けて取
り組まれていくことを強く要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。  
　 大田区では、区民へのマイナンバーカードの普及啓発による交付拡大と、増加するマ
イナンバーカード関連事務への迅速な対応を通じた区民の利便性向上を目指して、この
７月４日、ＪＲ大森駅から徒歩１分の場所に大田区マイナンバーカードセンターが開所
されました。マイナンバーカードの推進拠点は全国初とのことで、平日夜間や土日も窓
口を開くことで、より多くの区民の方がマイナンバーカードを利用できる環境の提供に
努められていますが、７月のオープンからまだ２か月ではありますが、センターの開所
によってマイナンバーカードの推進に変化は見られていますでしょうか。その状況につい
てお聞かせください。  
　 昨年の第３回定例会におきまして、我が会派の松本幹事長がマイナンバーカードを使



用した自治体ポイントの集約や総務省による実証事業について質問いたしましたが、同
じくマイナンバーカードの活用に関してお伺いいたします。本年６月、総務省がマイナン
バーカードで地域キャッシュレス化を進める方針であるとの報道がありました。商店街
での買い物などに使える自治体ポイントをクレジットカード払いや銀行の口座振替で
チャージし、事実上の電子マネーとして利用できるようにするといったものであります 。
自治体ポイントは、マイナンバ ーカードのＩＣチップの電子証明書を活用し、クラウド
で管理しており、自治体ポイントを管理するクラウド型システムは既に実証事業として
構築済みで、現在全国で 100 以上の自治体が活用しているとのことです。マイナンバー
カードと対応した口座番号に当たるマイキーＩＤを登録、作成すれば、その１枚で図書
館を利用したり、買い物をしたりと日常の様々な場面で使うことができるようになりま
す。自治体ポイントは、各自治体がボランティア活動や健康づくりのイベントなどに参
加した実績に応じて、特典としてポイントを発行したり、クレジットカード会社や航空
会社などの協力企業が実施しているポイントやマイレージを合算、変換することも可能
とな っています。  
　 今までは一度ポイントを使うと、再び一定のポイントまでためるには、改めてイベン
トに参加したり、マイレ ージためて変換したりする必要があり、日常的な買い物などに
は利用しにくい状況でしたが、銀行口座やクレジ ットカードを通じてポイントをチャー
ジできるようにすることで、汎用的な電子マネーに近づけていきます。総務省は既に複
数のクレジットカード会社やメガバンクなどと調整を進めており、来年、2019 年度にも
新しいプラ ットフォームを実現させるとのことです。  
　 このような動きがある中で、本区はマイナンバーカード普及促進とともに、カードを
活用した新たな動きにも対応していく準備が必要であると思いますが、いかがでしょう
か。また、商店街での買い物などに使える自治体ポイントの付与で、プレミアム付き商
品券にかわる消費喚起を促す取り組みも可能になるのではないでしょうか。本区の見解
をお聞かせください。 
　続きまして、自転車に関する質問をさせていただきます。 
 まずは、洗足池駅周辺の自転車駐車場について質問いたします。現在、東急池上線洗足
池駅周辺では、民間による東急洗足池駅自転車駐車場が収容台数 165台で一時利用のみ
で運営されておりますが、区営の自転車駐車場は、洗足池駅前自転車駐車場として、東
雪谷一丁目１番、線路沿い中原街道側の第１ゾーン、東雪谷一丁目 27番先、駅舎沿い商
店街側の第２ゾーン、そして南千束二丁目１番先、洗足池交番横、暫定としての第３ゾー
ンがあります。収容台数 100台、年額 3000円の定期利用の登録制自転車等駐車場になり



ます。そして、洗足池公園前自転車駐車場として南千束二丁目 33番先に収容台数 96台、
一時利用のみと区営では四つの自転車駐車場があります。  
　 定期利用である洗足池駅前自転車駐車場の抽せんに漏れて登録できなかった方は、通
勤や通学時には、一時利用である自転車駐車場を利用されることとなりますが、この一
時利用者から、「本当に登録制は 100％稼働しているのか疑問に感じることがある」との
声をいただきます。実際には、登録制利用者は毎日必ず駐車しなければならないわけで
はないので、100％稼働しているほうが逆に珍しい状況なのかもしれません。また、一時
利用者が登録制の方よりも早い時間に駐車をしている場合には、登録制には空きがある
状況を目にすることとなり、それが日常的に続くようであれば、本来、自分は登録制を
利用できるはずではないかと思ってしまうのも無理ありません。そのような心理的な不
満を解消するためにも、稼働状況の効率を上げるための工夫はできないものでし ょうか
　 例えば、一定期間の利用状況を見て登録を見直すとか、申し込みの時点で利用時間帯
や利用する曜日に応じた申し込み枠に分けるとか、スマートフォンのアプリ活用で登録
制利用者が駐車しない日の情報を反映して未使用枠をつくらせないなど、登録制自転車
駐車場の稼働状況を上げるために、今まで以上に有効利用させるような工夫はできない
ものでしょうか。本区の考えをお聞かせください。  
　 駅近くの自転車駐車場の不足は、洗足池駅周辺だけの問題ではないかと思いますが、
洗足池駅前駐車場は東急池上線の線路沿いののり面に位置しており、区民の方から、
「駐車されている自転車の上の空間をもっと活用することはできないものか」といった
声もいただきます。  
　 そこでお伺いいたしますが、地上型の機械式駐輪場の設置などで現在の面積で自転車
の駐車可能台数を増やすことはできないものでしょうか。お聞かせください。  
　 通勤、通学をはじめ、日常的に気軽にまちの移動をするために利用されている自転車
でありますが、交通ルールの徹底や取り締まりの甘さもあり、運転マナーもあまり高い
ものではないというのが実感であります。本区では、大田区自転車ネットワーク整備実
施計画において、歩行者、自転車の安全性、快適性の向上の観点から、交通状況や道路
状況が変化する箇所を踏まえて適切な区間設定を行い、自転車通行空間の整備を行うた
め、自動車ドライバーや自転車利用者に自転車走行位置を明示し、交通安全の実現を図
るために、一部の地域で車道の左隅にナビマーク、ナビラインのペイントがされるよう
になりました。自転車の走行空間が整備されることで、自転車の交通環境も大きく変化
していくことになると思いますが、その分、自転車の運転マナーも大きく向上させてい
かなければならないものと思います。  



　 交差点での交通安全対策として、道路のカラー化や注意看板の設置、そしてカーブミ
ラーの設置などが行われています。その効果は、自動車やオートバイといった車両に対し
ては大いに発揮されていることと思いますが、自転車に対してはいかがなものでしょう
か。運転免許証取得の必要もなく、細かな交通ルールを知らなくても運転ができてしま
う自転車では、道路標識はほとんど目に入らない、気にならないのではないでしょうか。
また、自動車やオートバイの運転時にはバックミラーを使用するので、それらのドライ
バーやライダーはミラーを見るという行為が安全確認のためには重要であることが身に
ついているはずですが、自転車利用者にはカーブミラーの重要性がなかなかわからない
のではないでしょうか。  
　 昨年の第２回定例会で、高山議員によるカーブミラー設置基準についての質問に対し
て、「自転車を除く車両同士、車対車だけではなく、児童が多く利用する通学路や自転
車走行空間が整備された路線などについて、交通管理者の意見聴取を行い、より安全が
確認できる場合はカーブミラーを設置できるよう諸条件を整備していく」と、当時の都
市基盤整備部長が答弁されておりましたが、その後、このカーブミラーの設置基準はど
のように整備されましたでしょうか。お聞かせください。  
　 最近では、交差点の一時停止の道路標識がある箇所に「自転車もとまれ」といった看
板を目にするようになりました。同じように、自転車の衝突事故が多発する場所などに
「自転車もカーブミラーで確認」といった表示を設置して、自転車利用者にカーブミ
ラーの重要性を訴えていってはいかがでしょうか。  
　 運転免許のない自転車利用者に交通ルールを浸透させるのは、交通安全教室だけでは
なく、現場での理解を促すことも必要なのではないかと思います。カーブミラーの設置
がない場所では、今申し上げた対策は発揮されないことになってしまいますが、より安
全が確認できるカーブミラーの設置基準とその効果発揮を考えていただきたいと要望し
まして、次の質問に移ります。  
　 今年の４月から６月までの３か月間をかけて、我々公明党の全国約 3000 人の議員が地
域の最前線で「子育て」、「介護」、「中小企業」、「防災・減災」の四つの分野を
テーマにアンケートを行う「100 万人訪問・調査」運動を実施してまいりました。全国の
各地をはじめ、ここ大田区におきましても、住民や町工場、自治会などの関係者と対話
を行い、意見や要望に耳を傾けてまいりました。その中で、「中小企業」とのテーマで
は、公明党が推進してきた中小企業支援策から、事業承継税制の抜本拡充などの最新の
施策やニーズの高いものを掲載した「なるほど！中小企業応援ブック」との冊子を配布
して、ものづくり補助金や事業承継に伴う設備投資を推進する補助金などの支援策が現



場でどう使われているか、隠れたニーズを探っていくものとしてアンケートを行 ってま
いりました。そして、先月の８月 30 日には、公明党の山口那津男代表が国会内で記者会
見を行い、今回の「100 万人訪問・調査」運動のアンケート結果を発表いたしました。こ
のアンケート結果をもとに、中小企業サポート制度の周知、活用について伺います。  
　 全国のアンケートの結果では、中小企業支援の「制度を利用したことがある」との回
答が半数以上の 59.3％に達する中、具体的な支援策としては、相談支援機関の利用、税
制支援、補助金制度に対するニーズが高く寄せられています。その一方で、「制度を利用
したことがない」理由としては、「そもそも制度を知らない」が 56％と圧倒的に多く、
制度の周知に対する課題が改めて浮き彫りになりました。  
　 私も、大田区産業プラザＰｉＯの展示会などに頻繁に出展され、知名度もあってご活
躍されている町工場に訪問し、対話をした際、「正直どんな制度があるのかよくわから
ない」、「制度があっても確認している暇がない」、「どの制度が使えるか確認するの
が面倒」との回答が多く、その状況に大変驚きました。その他のアンケ ート集計結果で
は、「制度の要件に当てはまらない」が 23.3％、「制度は知っているが、手続きが煩
雑」が 19.1％といった結果となり、制度に対する課題も目立ちました。アンケートの自
由回答でも、毎年のように内容が変わる申請書類があり、煩雑なので簡素化してほしい
などの課題を指摘する声がありました。  
　 このような中小企業支援策の周知不足などが判明したアンケート結果を受けてお伺い
いたしますが、中小企業を応援するすばらしい制度があっても、実際に使われないと
いった状況を本区はどのように分析していますでし ょうか。また、中小企業が制度をよ
りよく活用できるために、今後、どのような手を打たれていきますでしょうか。お聞か
せください。  
　 以上、区民の小さな声にもよりよいサービスが行き届くことを願いまして、大田区議
会公明党、玉川英俊の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。



＜回答＞

▶市野企画経営部長
　私からは、マイナンバーカードの普及促進と利活用の取り組みに関するご質問にお答え
をさせていただきます。   
　 総務省が主体となりまして、マイナンバーカードで買い物や公共施設への利用などを可
能にする「自治体ポイント」に関する実証事業が開始されてございます。加えて、総務省
において、「自治体ポイント」を活用した地域におけるキャッシュレス決済などの検討も
始められてございます。区といたしましては、引き続きこれらの情報収集に努め、区の
カード交付率や他自治体の事例の分析を行いつつ、地域の実情に応じたマイナンバーカー
ドのさらなる利活用策を検討してまいります。また、マイナンバーカードの普及促進につ
きましても、本年７月、大森駅前にマイナンバーカードセンターを開設したことをはじめ
引き続き、関係部局と連携し、マイナンバーカードの仕組み、安全性、利活用などの広報
活動の充実に努めてまいります。私からは以上でございます。 

▶浜口区民部長
　私からは、マイナンバーカードセンターの開所によるマイナンバーカードの推進状況に
ついてお答えします。 
　マイナンバーカードセンターは、カードの取得を一層推進するため、全国初のマイナン
バーカードに特化した窓口として、本庁舎に続き、新たな拠点として大森駅前に開設をい
たしました。開設から約２か月間でセンターの来庁者は1000名を超えており、順調にご
利用いただいていると考えております。カードの取得者でございますが、29年度末は９万
7000人でございましたが、現在、約10万6000人となってございます。センター利用者の
アンケート結果では、子育て世代の利用が多く、20代から30代で約３割となっております
また、センターの前を通りかかった際に手続きされたという方も約３割と多くおられます。
このように、大森駅前にセンターを開設したことや、平日夜間、土日に対応することで利
便性が高まり、区民の皆様がカードを取得する機会が拡大されたものと分析しております。
引き続き、マイナンバーカードの推進に積極的に取り組んでまいります。 



▶飯嶋産業経済部長
　私からは、議員からのご質問２点についてお答えをさせていただきます。
　まず、マイナンバーカード活用による消費喚起のご質問でございますが、マイナンバー
カードを活用した自治体ポイントサービスにつきましては、総務省が主体となり、現在、
参加自治体による実証実験が行われているところでございます。近隣自治体では、豊島区
や川崎市で実証実験が行われており、その検証結果の報告がなされると伺っておりまして、
区としても注視をしているところでございます。また、今後、より利便性の高い、地域に
おけるキャッシュレス決済等の検討を始められるとの情報もあるため、動向を見極めなが
ら、適切な時期に関係団体と密に連携を図り、マイナンバーカードの活用方法について議
論してまいりたいと考えております。   
　次に、区による各種支援制度の活用状況の分析及び制度活用の向上に向けた今後の取り
組みについてのご質問でございます。区及び大田区産業振興協会では、区報やホームペー
ジ、産業情報誌の発行などにより各種支援制度の周知に努めているところでございます。
しかしながら、経営者の皆様の中には、多忙によりまして情報収集や制度活用のための手
続きに要する時間を十分にとれない方や、支援制度の多様化、細分化によりまして、活用
方法がわかりにくいという方もいらっしゃいます。このような状況を踏まえまして、区は、
支援制度の認知度及び活用度を向上させるための取り組みの強化策といたしまして、経営
者の皆様が手軽に情報を入手できるよう、積極的な情報発信を図っているところでござい
ます。直近の例といたしまして、「生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画」制
度について、直接、大田工業連合会、大田区商店街連合会や、建築業・宿泊業組合への発
信を行いました。その結果、他の自治体と比べましても高い申請数となるなどの成果があ
らわれております。引き続き、さらにきめ細かい情報発信に努めてまいります。   
　次に、経営者の方が抱える課題解決につながる支援につきましては、企業の操業状況を
把握しながら、その強化を図っているところでございます。大田区産業振興協会では、
コーディネーターが区内企業を巡回訪問しております。このようなアウトリーチによる経
営者との対話は、課題を共有し、円滑に適切な支援にもつながる有効な手法であると考え
ており、今後も丁寧に対応してまいります。さらに、支援事業の効果的な活用に向け、事
業内容の適時適切な見直しを行ってまいります。今年５月に拡充をいたしました「ものづ
くり工場立地助成事業」では、従業員20名以下の小規模事業者に限り、対象経費を拡充
いたしました。この「ものづくり工場立地助成事業」は、平成28年度より、企業訪問に
よる助成金の相談、申請受け付け業務を一般財団法人日本立地センターに委託をしており
ます。訪問時には、最適な施策活用を提案するなど、他支援制度の周知もあわせて行って



いるところでございます。今後も、国や東京都をはじめ関係機関とも連携し、各種支援制
度の活用度向上に努めてまいります。私からは以上でございます。 

▶久保都市基盤整備部長
　私からは、４問について回答させていただきます。
登録制自転車の有効利用に関するご質問ですが、現在、洗足池駅前の自転車駐車場は、区
道上に設置している施設に加え、暫定地として、鉄道事業者や地元の方からのご協力を得
まして借用している施設がございます。区が４月から１年間の利用を承認している登録制
では、利用形態は様々で、駐輪施設を利用しない日もございますが、稼働状況はほぼ100％
となっているところでございます。区としては、定期的に現地調査を行い、利用状況や契
約期間中の途中解約者を把握し、待機者減少に努めております。   
　次に、自転車駐車場に地上型の機械を設置するご質問ですが、洗足池駅前の東急池上線
ののり面に位置する自転車駐車場は、幅が１メートル未満の極めて狭い鉄道沿いの立地の
中で、自転車を斜めに設置するなどの工夫をし、駐輪施設として運営しております。その
ため、２段式ラックを含めた地上型の機械式の設置につきましては難しいと考えておりま
す。区としては、駅周辺の自転車の駐車可能台数を増やすために、今後とも、鉄道事業者
などに協力要請をするとともに、用地の確保に努めてまいります。   
　次に、カーブミラーの設置基準に関するご質問ですが、カーブミラーの設置は、自動車
の安全通行を目的として、自転車に対する定義ができていないところでございました。近
年、自転車走行レーンの整備など自転車走行環境の整備に伴いまして、見通しが悪くカー
ブミラーを設置する必要性が高い場所については、所轄警察への意見聴取を行った上で、
設置できるよう改定したところでございます。   
　次に、カーブミラーの重要性の訴えに関するご質問ですが、これまでは、所轄警察と連
携しながら事故発生箇所や対策の必要性がある交差点について、随時、安全対策を行って
まいりました。議員お話しの「自転車もとまれ」につきましても、交差点の安全対策の一
環として実施しているところでございます。安全対策の一環として注意表記は重要と認識
しておりますが、交差点ごとに設置できる箇所は多くはございません。また、設置物が多
くなり過ぎると認識されにくくなるということもございます。議員ご提案の「自転車も
カーブミラーで確認」についても、有効な手段の一つと捉えまして、今後も交差点の実情
を踏まえながら交通安全対策を進めてまいります。私から以上でございます。 



▶後藤教育総務部長
　私からは、学校体育館の環境改善についてお答えいたします。
　教育委員会ではこれまで、熱中症の危険度がわかる温湿度計の設置や、学校の希望に応
じて送風機または冷風機を体育館に設置し、教育環境の改善に取り組んでまいりました。
また、小まめな休憩や適切な水分補給についての指導を徹底するなど、暑さ対策にも努め
てまいりました。しかしながら、今年の夏は「命に危険を及ぼすレベル」と気象庁が異例
の注意を呼びかける記録的な猛暑となったことから、気温が31度以上では「厳重警戒」、
 35度以上では「運動は原則禁止」という運動基準を改めて全小中学校に示したほか、学
校施設を活用する団体に対しても注意喚起を行うなどの熱中症予防に努めてまいりました。
学校体育館への空調設備の導入につきましては、今回試験的に導入した結果を改築校、既
存校に分けて、区の現状に合った対策として検討する必要がございます。また、議員お話
しのとおり、学校体育館の環境改善には一定の時間を要することから、学校間における教
育環境の公平さを踏まえて、実施期間等についてもあわせて検討する必要があると考えて
おります。引き続き、教育委員会として適切な指導と管理を行い、暑さ対策に取り組んで
まいります。私からは以上です。 
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